




















ス 北防波堤先端（中間部）から270度28分1,150メ ー トルの点

セ ツの点から270度28分1,900メ ー トルの点

ソ ツの点から270度28分728メ ー トルの点

タ ソの点から169度30分2,690メ ー トルの点

チ タの点から82度00分870メ ー トルの点

ツ 秋田港南防波堤基部から南へ海岸線に沿って500メ ー トルの点

テ トの点から76度00分213メ ー トルの点

ト ナの点から98度20分122メ ー トルの点

ナ フの点から15度30分470メ ー トルの点

ニ ナの点から283度00分303メ ー トルの点

ヌ ニの点から196度30分292メ ー トルの点

ネ ヌの点から286度30分108メ ー トルの点

ノ ネの点から196度00分350メ ー トルの点

ハ ノの点から106度30分188メ ー トルの点

ヒ 本荘港防波堤灯台から10度00分3メ ー トルの点

フ ヒの点から76度30分264メ ー トルの点

ヘ 由利本荘市水林と同市西目町海士剥との境に設置した標柱から5度00分940メ ー トルの点

基点第14号 にかほ市と山形県との境に設置した標柱

3 関係地区 秋田市飯島、 士崎港、 新屋、 浜田、 下浜、 由利本荘市及びにかほ市

4 存続期間 平成26年1月1日から平成35年12月31日

5 申請期間 平成25年9月2日から同年11月1日まで

6 免許予定日 平成26年1月1日
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